
旭川市社会福祉施設等における事故発生時の報告事務取扱要領

事故等発生状況報告書 提出フロー図

要領３「報告の範囲等」において定める，複数の報告区分に該当する事故等の報告方法

は次のとおり。

１ 入所者等の死亡の場合

２ 入居者等の行方不明

事故死 病死等（原因不明等） 老衰・自然死

重大事故 その他の事故 報告対象外

死因に疑義がある

捜査，検死等により病死等

（事件性がない）と確認

はい
いいえ

はいいいえ※

見つかった見つかっていない

重大事故 その他の事故

３⑴ア ３⑵オ

３⑴オ ３⑵エ

・直ちに口頭にて報告

・５日以内を目安に報告

書及び必要書類を提出

・５日以内を目安に報告

書及び必要書類を提出

※捜査，検死等の結果，事故，事件等であると判断された場合は，

重大事故に該当する場合がある

離設後，報告時点で

発見されない場合

離設後，捜索した結

果速やかに発見され

た場合

警察への届出の有無

等は判断基準としな

い

・直ちに口頭にて報告

・５日以内を目安に報告

書及び必要書類を提出

・５日以内を目安に報告

書及び必要書類を提出



３ 入居者等の骨折，打撲又は裂傷等

医師の診断あり 医師の診断なし

報告対象外その他の事故

３⑵ア

・５日以内を目安に報告

書及び必要書類を提出

何らかの治療が必要となった

はい いいえ

※「医師の診断」には，施設の勤務医，配置医，訪問診療等による受診を含む


